
議案第１２４号 

さいたま市給水条例等の一部を改正する条例の制定について

さいたま市給水条例等の一部を改正する条例を次のように定める。

令和３年９月１日提出

さいたま市長 清 水 勇 人  

さいたま市給水条例等の一部を改正する条例

 （さいたま市給水条例の一部改正）

第１条 さいたま市給水条例（平成１３年さいたま市条例第２７８号）の一部を次の

ように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（料金の徴収方法）

第３４条 料金は、納入通知書による払込み、口座

振替又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２３１条の２の３第１項の指定納付受託者によ

る納付の方法により、定例日の属する月分及びそ

の前月分として隔月に徴収する。

２ ［略］ 

（料金の徴収方法）

第３４条 料金は、納入通知書による払込み、口座

振替又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２３１条の２第６項の規定による指定をした者

による納付の方法により、定例日の属する月分及

びその前月分として隔月に徴収する。

２ ［略］

（さいたま市下水道条例の一部改正）

第２条 さいたま市下水道条例（平成１３年さいたま市条例第２７０号）の一部を次

のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。



改正後 改正前

（除害施設の設置）

第１０条 ［略］

２ 法の規定により次に定める基準に適合しない下

水（水洗便所から排除される汚水及び法第１２条

の２第１項又は第５項の規定により公共下水道に

排除してはならないこととされるものを除く。）

を継続して排除して公共下水道を利用する者は、

除害施設を設けてこれをしなければならない。 

 ～  ［略］ 

 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は

項目で水質汚濁防止法第２９条の規定による条

例により当該公共下水道（当該公共下水道が法

第６条第５号に規定する流域関連公共下水道で

ある場合には、当該公共下水道が接続する流域

下水道）からの放流水に関する排水基準が定め

られたもの（第５号に掲げる項目に類似する項

目及び大腸菌群数を除く。） 当該排水基準に

係る数値 

３ ［略］

（使用料の徴収）

第１６条 公共下水道の使用料（以下「使用料」と

いう。）は、納入通知書による払込み、口座振替

又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

３１条の２の３第１項の指定納付受託者による納

付の方法により、定例日（使用料の算定基準日と

して市長があらかじめ隔月に定めた日をいう。以

下同じ。）の属する月分及びその前月分として隔

月に徴収する。

（除害施設の設置）

第１０条 ［略］

２ 法の規定により次に定める基準に適合しない下

水（水洗便所から排除される汚水及び法第１２条

の２第１項又は第５項の規定により公共下水道に

排除してはならないこととされるものを除く。）

を継続して排除して公共下水道を利用する者は、

除害施設を設けてこれをしなければならない。 

 ～  ［略] 

 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は

項目で水質汚濁防止法第２９条の規定による条

例により当該公共下水道（当該公共下水道が法

第６条第４号に規定する流域関連公共下水道で

ある場合には、当該公共下水道が接続する流域

下水道）からの放流水に関する排水基準が定め

られたもの（第５号に掲げる項目に類似する項

目及び大腸菌群数を除く。） 当該排水基準に

係る数値 

３ ［略］

（使用料の徴収）

第１６条 公共下水道の使用料（以下「使用料」と

いう。）は、納入通知書による払込み、口座振替

又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

３１条の２第６項の規定による指定をした者によ

る納付の方法により、定例日（使用料の算定基準

日として市長があらかじめ隔月に定めた日をいう。

以下同じ。）の属する月分及びその前月分として

隔月に徴収する。

２～５ ［略］ ２～５ ［略］

（さいたま市南下新井汚水処理施設条例の一部改正）

第３条 さいたま市南下新井汚水処理施設条例（平成１７年さいたま市条例第１３１

号）の一部を次のように改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（使用料の徴収） （使用料の徴収）



第１１条 南下新井汚水処理施設の使用料（以下「

使用料」という。）は、納入通知書による払込み、

口座振替又は地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２３１条の２の３第１項の指定納付受託者

による納付の方法により、定例日（使用料の算定

基準日として市長があらかじめ隔月に定めた日を

いう。以下同じ。）の属する月分及びその前月分

として隔月に徴収する。

第１１条 南下新井汚水処理施設の使用料（以下「

使用料」という。）は、納入通知書による払込み、

口座振替又は地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２３１条の２第６項の規定による指定をし

た者による納付の方法により、定例日（使用料の

算定基準日として市長があらかじめ隔月に定めた

日をいう。以下同じ。）の属する月分及びその前

月分として隔月に徴収する。

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

附 則

 この条例は、令和４年１月４日から施行する。ただし、第２条中第１０条第２項第

１０号の改正は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法

律第３１号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。


